
東京都による犯罪被害者等支援事業のご案内

犯罪等による

被害に遭われた方へ

東京都の取組
東京都は、犯罪被害に遭われた方と そのご家族・

ご遺族の方への支援の取組を 、 社会全体でよ り 一

層進めていく ため、 令和２ 年３ 月に「 東京都犯罪

被害者等支援条例」 を制定し まし た。

　 犯罪等により 受けた被害を 回復又は軽減し 、 安

心し て 暮ら すこ と がで き るよ

う 、 区市町村や民間団体等と

連携し 、 さ ま ざ ま な 支援を 実

施し ています。

令和６ 年３ 月版

ひと り で悩まないで、 ご相談く ださ い

被害から 回復するためのお手伝いをし ます

　 犯罪被害者等の支援を 専門と する 相談員が、 様々な不
安や問題など の相談を 受け付けます。 その後、 必要に応
じ て、 面接相談（ 要予約） や各種支援を 行います。

【 犯罪被害全般に関する相談窓口】

【 性犯罪・ 性暴力専用の相談窓口】

　 犯罪などの被害に遭う と 、 から だやこ こ ろ

を 傷つけら れる だけでなく 、 捜査や裁判のこ

と 、 お金のこ と など、 さ まざまな問題を 抱え、

いつも ど おり の生活を おく る こ と が難し く

なっ てし まう こ と があり ます。

自分や家族だけで抱えないで、自分や家族だけで抱えないで、

　 　 　 　 　 　 　 ご相談く ださ い

自分や家族だけで抱えないで、

　 　 　 　 　 　 　 ご相談く ださ い

　 こ のリ ーフ レ ッ ト は、 犯罪等によ る 被害に遭われた

方が、 必要な支援を 受けら れる よ う 、 東京都の相談窓

口や支援策を ご案内する も のです。

　 東京都の相談窓口にご 相談いただき、 一定の要件に

当てはま る 場合は、 リ ーフ レ ッ ト に記載さ れた見舞金

給付などの支援を 受ける こ と ができ ます。

　 詳し く は、 裏面を ご覧く ださ い。

　　

・ 被害者等支援専門員による支援

・「 To kyo 被害者支援ノ ート 」 の配布

・ 被害者の方々の置かれている状況の

理解促進

（ 犯罪被害者週間行事、 啓発動画など）

そ
の
他
の
主
な
事
業

東京都の犯罪被害者等支援事業についてはホー ム
ページでも ご覧いただけます

h ttp s://w w w .so um u .m etro .to kyo .lg .j p /1 0 j in ken/h an za i/j ig yo u/ind ex.h tm l

相談無料です

まずはお電話く ださ い

東京都　 犯罪被害

こ のリ ーフ レッ ト に関する問合せ先　 　

東京都総務局人権部人権施策推進課 ☎03-5388-2589

登録番号（ 5 ）8 7

東京都性犯罪・ 性暴力被害者ワンスト ッ プ
支援センタ ー （ 性暴力救援ダイヤルN aN a）

東京都と 特定非営利活動法人性暴力救援セン タ ー・ 東京（ SARC 東京） が

設置する相談窓口です。

受付時間 2 4 時間3 6 5 日  

相談電話

 # 8 8 9 1 　
はやく ワンスト ップ

N TTひかり
電話から（ 　 　 　 ）　 ０１２０-８８９１-７７

全国共通フリ ーダイヤル

　 ０３-５５７７-３８９９
性暴力救援
ダイヤルN a N a

無料・ 東京都内から
発信するとき（        　 　 　）
有料・ 東京都外から
発信するとき（        　 　 　）

　 ０１２０-3 3 3 -8 9 1
　 ０3 -6 8 1 1 -0 8 5 0

子供・ 保護者専用性被害相談ホット ライン

　 　 　 　 上記電話につながらない場合は、以下に直接おかけく ださ い。

または

犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口

東京都と 公益社団法人被害者支援都民センタ ー（ 東京都公安委員会指定の

犯罪被害者等早期援助団体） が設置する 相談窓口です。

受付時間 月・ 木・ 金  9： 3 0 ～1 7： 3 0

火・ 水　 　 9： 3 0 ～1 9： 0 0
※祝日、年末年始

　 を除く

相談電話 　 0 3 -3 2 2 2 -9 0 5 0

　 0 4 2 -5 0 6 -1 0 4 2 （ 多摩支所）

LIN E相談　 性被害相談窓口

受付時間

アカウント

月・ 水・ 金・ 土 1 6： 0 0 ～2 1： 0 0

「 相談ほっと LIN E@ 東京」

（ 受付～2 0： 3 0）

　 　 　 　 ※祝日・ 年末年始を除く

令和６年１０月版

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hanzai/jigyou/index.html


犯罪被害によ る 様々な不安や問題など の電

話相談に応じ る ほか、 必要に応じ て面接に

よる相談（ 予約制） も 行います。

相談・ 情報提供
事情聴取、 裁判への参加・ 傍聴などによ り 、

裁判所、 検察庁、 病院、 警察署な ど に行く

と き 、 相談員による付添いを行います。

捜査・ 裁判等への付添い

犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口
 （ 被害者支援都民センタ ー）

受付時間 月・ 木・ 金  9： 3 0 ～1 7： 3 0

火・ 水　 　 9： 3 0 ～1 9： 0 0
※祝日、年末年始を除く

弁護士会 犯罪被害者支援センタ ー
　 　 　 　 　 　 　   　 　 までご連絡く ださ い

h t tp s://w w w .h o rit su -so d a n . j p /
so u d a n/h an za i .h tm l

　 東京弁護士会、 第一東京弁護士会、 第二東京弁護士会が

共同で設置する 電話相談窓口で す。 弁護士が直接応対し 、

ま ずは電話相談（ 3 0分程度）を 行いま す。 その後、 必要に

応じ て面接相談を受けるこ と ができます。 いずれも 無料。

※ 詳し く は、 法律相談センタ ー（ 犯罪被害に関

する相談）のご案内ページをご覧く ださ い。

東京都による犯罪被害者等への主な支援事業　 　

※詳し く はご相談く ださ い。 各相談窓口については裏面をご覧く ださ い。

※性犯罪・ 性暴力による被害を受けた方は、 こ れら の支援事業のほか、 医療費・ カ ウンセリ ング費用助成など別の支援を受けら れる場合が

　 あり ます。 詳し く は、 東京都性犯罪・ 性暴力被害者ワンスト ッ プ支援センタ ー（ 性暴力救援ダイ ヤル N aN a） までご相談く ださ い。

それぞれ必要な要件があり ます。 詳し く は各相談窓口にお問合せく ださ い。
申請には、 被害届などにより 被害に遭っ た事実を確認できるこ と が必要です。

犯罪被害に遭っ た方などに

見舞金を 支給し ます。

● 遺族見舞金　  3 0 万円
● 重傷病見舞金 1 0 万円

① 見舞金の支給

主
な
要
件

犯罪被害により 今までの住居に

住むこ と が困難と なっ た場合に、

転居等の費用を 助成し ます。

● 転居等の実費のう ち
　  最大 2 0 万円まで

② 転居費用の助成 ※引っ越し 業者などへの支払い後に申請できます。

主
な
要
件

犯罪被害によっ て生じ る法律問題につい

て、 弁護士が直接電話に応対し 、 その後、

必要に応じ て面接による相談ができます。

● 面接相談  
　  最大 1 時間 3 0 分まで無料

③ 無料法律相談

主
な
要
件

刑事裁判において被害者参加制

度を 利用する場合に、 弁護士費

用（ 着手金）を 助成し ます。

● 弁護士費用（ 着手金）の
　  う ち最大 1 0 万円まで

④ 被害者参加制度における弁護士費用の助成 ※弁護士への支払い後に申請できます。

主
な
要
件

・ 都内で発生し た犯罪(過失を除く )によ る被害を 受けた都民やその親族で、 被害者参

加制度の許可を 受けている 方（ 被害者参加人のための国選弁護制度
に該当せず、 東京都が定める資力要件を 満たし ているこ と ）

・ 令和３ 年４ 月１ 日以降に発生し た犯罪被害であるこ と

・ 犯罪被害を 受けた都民やその親族

・ 都内で発生し た犯罪によ る 被害を 受けた都内在勤または

  在学の方やその親族

・ 令和２ 年４ 月１ 日以降に発生し た犯罪被害である こ と

・ 殺人、 傷害などの犯罪（ 過失を除く ）により 被害を受けた方の遺族、 重傷病と なっ た都民

・ 重傷病の場合、 医療機関における治療に１ か月以上かつ入院３ 日以上を要し たこ と
・ 犯罪発生の日から １ 年以内に東京都に申出があるこ と

・ 殺人、 傷害、 性犯罪などの犯罪により 被害を受けた都民、 同居し ていた遺族
・ 自宅や自宅付近で被害を受け、 自宅に住み続けるこ と が困難になっ たこ と

・ 犯罪発生の日から １ 年以内に東京都に申出があるこ と

犯罪被害によ り 受けた精神的な被害から の

回復のため、 精神科医や心理師によ る カ ウ

ンセリ ングを行います。

精神的被害への支援

その他にも 相談支援を 行っ ています

　 0 3 -3 2 2 2 -9 0 5 0

　 0 4 2 -5 0 6 -1 0 4 2（ 多摩支所）

相談電話

月～金  1 1： 0 0 ～1 6： 0 0
※祝日、年末年始を除く

受付時間

　 0 3 -3 5 8 1 -6 6 6 6相談電話

※制度内容に関するこ と は

東京都 総務局 被害者支援連携担当

　 　 　 　 ０３－５３８８－２５８９

                           　までご連絡く ださ い

https://www.horitsu-sodan.jp/

